
1

資料２
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いわき市保健所生活衛生課
動物愛護係
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令和５年11月、犬又は猫を
扱うペットオークション運営業
者やブリーダーについて、動物
の愛護及び管理に関する法律
（以下「法」という。）の遵守
状況を確認するべく、環境省か
ら、法に基づく事務を担う都道
府県及び政令指定都市に対して、
一斉調査を依頼した。

概要
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結論

全国のペットオークションで取引された犬又は猫のうち、
多くの犬又は猫について生年月日の改ざんがなされていること
及び当該犬猫を出品したブリーダーが幼齢販売規制等に違反していることが強く
疑われた。

また、一部ブリーダーが犬猫の生年月日を改ざんし、幼齢販売規制等に違反して
いることが確認された。

また、犬猫のオークション運営業者には、基準省令第２条第７号テに基づき、競
りに参加するブリーダーに対して関係法令に違反していないこと及び違反するお
それがないことを聴取する義務が課せられているにも関わらず、生年月日が改ざ
んされた幼齢の犬猫を取り扱っていることが疑われた。



5

今後の対応 （中央環境審議会動物愛護部会第６４回）
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今後の対応 （中央環境審議会動物愛護部会第６４回）
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違反が確認された場合
法第23条に基づく勧告、法第
24条に基づく報告徴収、勧告
後も違反を行う等の悪質な場
合は、法第23条に基づく命令、
さらには法第19条に基づく登
録取消等
→命令に違反した場合、100
万円以下の罰金
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犬猫以外の
飼養管理基準の改正について
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飼養管理基準

現行の飼養管理基準（第一種動物取扱業及び第二種
動物取扱業者が取扱う動物の管理の方法等の基準を定
める省令）では、犬猫に関する基準のみ具体化されて
いる。
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検討経緯・今後の予定

動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会

R4 ・検討方針
・調査結果

R5 ・基準案 ※一部を除き了承済み
・基準の解説書の記載イメージ

R6 ・基準案の検討
・基準案の解説書案の検討

犬猫以外の飼養管理基準

R7以降
【犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準】中央環境審議会動物愛護部会の審議、パ
ブリックコメント等諸手続を経て公布
【爬虫類の飼養管理基準】ワーキンググループでの検討結果を踏まえて本検討
会で検討。

爬虫類の飼養管理に関するワーキンググループ

R4 ・検討方針
・調査結果

R6 ・基準策定に向けた検討



15

今後の動向に注目

動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会

犬猫以外の飼養管理基準

爬虫類の飼養管理に関するワーキンググループ 中央環境審議会動物愛護部会


